
大治町宅地開発等に関する指導要綱 

（目的）  

第１条 この要綱は、大治町において宅地開発事業及び中高層の集合住宅（以下「中高層

住宅」という。）の建設事業を行う者（以下「事業者」という。）に対し、無秩序な市

街化を防止するため、必要な指導をすることにより、総合的かつ計画的なまちづくりを

進め、利便性、快適性及び安全性を確保した良好な住環境の実現を図ることを目的とす

る。  

（適用範囲）  

第２条 この要綱は、次に掲げる事業について適用する。  

（１） 宅地開発事業でその規模が５００平方メートル以上のもの  

（２） 中高層住宅でその規模が３階以上又は２０戸以上のもの  

（３） その他町長が必要と認めたもの  

２ 前項の規定は、同一の事業者（系列法人等を含む。）が隣接地で継続して事業を行い、

その合計が前項第１号又は第２号に規定する規模に達することとなる場合においても

適用する。 

（事前協議）  

第３条 事業者は、前条に規定する事業を実施しようとするときは、関係法令に基づく申

請手続等をする前に、町長に事業計画（変更）書（様式第１号）を提出し、事業計画に

ついて協議しなければならない。  

２ 町長は、前項に規定する事業計画書の内容を審査し、結果について、事業計画（変更）

審査結果通知書（様式第２号）により事業者に通知するものとする。  

３ 事業者が、事業計画書を提出後、その計画に変更が生じた場合は、前２項の規定を適

用する。  

４ 事業者は、事業計画を廃止しようとする場合は、事業計画廃止届（様式第３号）を町

長に提出しなければならない。 

（道路、水路及び橋等）  

第４条 事業者は、事業施行区域内に都市計画決定されている道路がある場合はその計画

を考慮するとともに、事業施行区域外の道路及び水路との連携についても十分配慮して

道路及び水路の整備を行わなければならない。  

２ 事業計画に伴い整備する道路の構造等については、次のとおりとする。 



（１） 両側に側溝を設けなければならない。 

（２） 側溝と蓋は、ＪＩＳ Ａ５３７２Ｕ－２５０（３種）以上の消音タイプを標準と

し、５メートルにつき１箇所消音タイプのグレーチングを布設する。 

（３） 路面は、アスファルト舗装とし、表層５センチメートル、上層路盤１０センチメ

ートル、下層路盤１０センチメートル以上とする。 

３ 事業施行区域内外の水路敷については、コンクリートにより草等の繁茂を防除するよ

う努めなければならない。 

４ 橋の架設については別途協議するものとし、事業により利用することとなる水路につ

いては必要な部分について改修を行わなければならない。  

５ 事業者は、道路、水路及び橋の整備をするときは、町及び地元関係者と十分協議し、

その指示に従わなければならない。  

６ 事業者は、工事期間中に公共施設を破損したときは速やかに町長に届け出るものとし、

原形復旧した後は検査を受けなければならない。  

（公園等）  

第５条 事業者は、事業施行区域の面積が３，０００平方メートル以上の場合は、事業施

行区域面積の３パーセント以上の面積の公園等を設置しなければならない。  

２ 公園等を設置する場合は、道路に接して２箇所以上の出入口を設置し、フェンス及び

飛び出し防止の車止め等を設置し、利用者の安全を図るものとしなければならない。 

（農地の機能）  

第６条 事業者は、当該事業によって近隣農地の機能に支障を来たさないよう、関係部局

と協議し、必要な措置を講じなければならない。 

（ごみ置場）  

第７条 事業者は、事業施行区域内へのごみ置場の設置について、関係部局と協議しなけ

ればならない。 

（安全施設）  

第８条 事業者は、事業施行区域内及びその周辺の道路、水路及びその他必要と認める箇

所に安全施設を設置しなければならない。 

（雨水及び汚水の処理）  

第９条 事業者は、事業施行区域内から流出する雨水及び汚水を排水するための必要な施

設の設置については、町と協議をするものとし、流出先に排水能力がない場合又は整備



状況が悪い場合においては、必要な整備を行わなければならない。  

２ 汚水処理方法については、合併浄化槽又は公共下水道に接続する方式によるものとす

る。この場合において、事業計画区域内においては、関係部局と協議しなければならな

い。 

３ 雨水の流出量の抑制を図るため、事業施行区域内に浸透性舗装等の施設を設置するよ

う努めなければならない。  

４ 汚水の処理について、事業施行区域内における排水同意を必要とする場合は、関係者

の排水同意書を事業計画書に添付するものとする。 

５ 事業施行区域内の排水放流に起因して第三者との紛争が生じたときは、全て事業者に

おいて解決しなければならない。 

（駐車場）  

第１０条 事業者は、事業施行区域内に建設戸数分の駐車施設を設置しなければならない。 

ただし、やむを得ず事業施行区域外に設置する場合は、事業区域内の住宅が存続する限 

り使用できるものでなければならない。  

（近隣住民等に対する協議）  

第１１条 事業者は、日影、電波障害、排水、道路、駐車場等について近隣住民等と十分 

協議しなければならない。  

２ 事業者（中高層住宅で７階以上又は５０戸以上のものの建設事業を行うものに限る。）

は、近隣住民等に対し、説明会を開催し、説明会開催結果報告書（様式第４号）を事業

計画書に添付しなければならない。  

３ 前２項に規定する近隣住民とは、次に定めるものをいう。  

（１） 計画建築物により、冬至日の真太陽時により午前８時から午後４時までの間にお

いて、地盤面上で２時間以上日影の影響を受ける建築物に居住する者 

（２） 計画建築物の敷地に接する敷地（幅員６メートル未満の道路に接する場合は、当

該道路の反対側の敷地）にある建築物の所有者、土地の所有者、居住者及び使用者 

（消防施設）  

第１２条 消防活動空地等については、海部東部消防署と十分協議するものとする。  

（自主解決）  

第１３条 事業者は、近隣住民との間に当該事業に関する紛争が生じないように努めると 

ともに、紛争が生じた場合には、誠意をもって、自主的に紛争の解決に当たらなければ 



ならない。  

（その他）  

第１４条 この要綱に定めるもののほか、町長が必要と認めたときは、この要綱に準じ協 

議をするものとする。  

２ 宅地開発等に関する指導については、この要綱に定めるもののほか、愛知県開発許可

技術基準（昭和４５年１１月愛知県施行）に準じる。  

附 則  

この要綱は、平成２４年６月２０日から施行する。  

附 則  

この要綱は、令和３年１０月１日から施行する。  

 

 


